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学校法人東京富士大学 役員・評議員報酬規程 

 

（目的） 

第 １ 条 この規程は、学校法人東京富士大学（以下｢本学｣という。）の管理運営に

携わる役員及び評議員の報酬に関し、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 

（役員） 

第 ２ 条 この規程に定める役員及び評議員とは、本学の寄附行為第６条に規定する

役員及び評議員とする。 

２ 理事は常勤理事と非常勤理事とする。 

 

（報酬等の支給） 

第 ３ 条 前条で定める役員のうち、理事長、常勤理事は、役員報酬別表１により評

議員会の意見を聴き理事会の議を経て理事長が定める報酬を支給する。 

２ 非常勤理事は、月額２万円とし、監事は、役員報酬別表２により評議員会

の意見を聴き理事会の議を経て理事長が定める報酬を支給する。 

３ 評議員の報酬は、評議員会出席の都度１回５千円を支給する。 

４ 役員報酬は、月額とする。 

 

（規程の改廃） 

第 ４ 条 本規程の改廃は評議員会の意見を聴き理事会の議を経て理事長が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成１４年４月 1 日から施行する。 

２ この規程は、平成２３年４月 1 日から改正施行する。 

３ この規程は、平成２７年４月 1 日から改正施行する。 

４ この規程は、平成２８年４月 1 日から改正施行する。 

５ この規程は、令和２年４月１日から改正施行する。 

６ この規程は、令和７年４月１日から改正施行する。 

７ この規程は、令和８年６月１１日から改正施行する。 
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  別表 

 

 役員報酬 別表１（理事長、常勤理事） 

    月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員報酬 別表２（監事） 

   月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 級 支 給 額 

１ ０円 

２ １００,０００円 

３ ２００,０００円 

４ ３００,０００円 

５ ４００,０００円 

６ ５００,０００円 

７ ６００,０００円 

８ ８００,０００円 

９ １,０００,０００円 

１０ １,１００,０００円 

１１ １,２００,０００円 

１２ １,３００,０００円 

１３ １,４００,０００円 

１４ １,５００,０００円 

１５ １,６００,０００円 

１６ １,７００,０００円 

等級 支 給 額 

１      ２０,０００円 

２ ３０,０００円 

３   ４０,０００円 

４ ５０,０００円 


